
③「補助金交付申請書」の提出 

（実施年度４月以降） 

⑦補助金交付の確定通知 

 

⑧補助金の交付（確定通知日から約１か月後） 

⑥竣工検査の実施 

コミュニティ集会施設整備事業費補助金 申請等案内 

 

〇補助金の交付を受けようとする場合、事業実施の前年度から、団体内に 

おける調整や市への書類の提出が必要となりますのでご注意ください。 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
                 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※雨漏りの発生や空調機器の故障等、緊急的に修繕が必要となった場合は、市民生活課へ  

一度ご連絡ください。 

連絡先：春日井市 市民生活部 市民生活課 コミュニティ担当 ℡ 0568-85-6617 
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・
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①「事業概要書」の提出 

（実施前年度８月末日までに提出） 

区・町内会・自治会調査書等で翌年度の

集会施設整備計画を連絡 

④補助金交付の決定通知 

（審査に４週間程度必要） 

⑤「補助事業実績報告書」の提出 

（工事完了後30日以内に提出） 

総会等で整備を検討 

総会等で事業の概要を決定 

工事業者と契約→工事着手→工事完了→工事代支払（事業費の１/２以上） 

３月議会で予算が成立した場合 

②「補助金交付申請書」の送付（３月末頃） 
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事業実施前年度 

事業実施年度 

原則として、事業内容は今後変更することはできません 

検査時には、団体の長及び工事業者の立会いが必要です 

⑧「請求書」の提出 

総会等で事業実施を決定 


